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韓国保険業法（目次） 
2015 年 7 月 31 日法律第 13453 号により一部改正 2016 年 8 月 1 日施行 

 
 

第 1 章  総則（第 1 条ないし第 3 条） 
第 2 章  保険業の許可等（第 4 条ないし第 12 条） 
第 3 章  保険会社 
第 1 節 削除（第 13 条ないし第 17 条） 
第 2 節 株式会社（第 18 条ないし第 33 条） 
第 3 節 相互会社 
 第 1 款 設立（第 34 条ないし第 45 条の 2） 
第 2 款 社員の権利及び義務（第 46 条ないし第 53 条） 
第 3 款 会社の機関（第 54 条ないし第 59 条） 
第 4 款 会社の計算（第 60 条ないし第 64 条） 
第 5 款 定款の変更（第 65 条） 
第 6 款 社員の退社（第 66 条ないし第 68 条） 
第 7 款 解散（第 69 条及び第 70 条） 
第 8 款 清算（第 71 条ないし第 73 条） 

 第 4 節 外国保険会社国内支店（第 74 条ないし第 82 条） 
第 4 章  募集 
第 1 節 募集従事者（第 83 条ないし第 94 条） 
第 2 節 募集関連遵守事項（第 95 条ないし第 101 条） 
第 3 節 募集契約者の権利（第 102 条ないし第 103 条） 

第 5 章  資産運用 
第 1 節 資産運用の原則（第 104 条ないし第 114 条） 
第 2 節 子会社（第 115 条ないし第 117 条） 

第 6 章  計算（第 118 条ないし第 122 条） 
第 7 章  監督（第 123 条ないし第 136 条） 
第 8 章  解散及び清算 
第 1 節 解散（第 137 条ないし第 155 条） 
第 2 節 清算（第 156 条ないし第 161 条） 
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第 9 章  関係者に対する調査（第 162 条ないし第 164 条） 
第 10 章  損害保険契約の第三者保護（第 165 条ないし第 174 条） 
第 11 章  保険関係団体等 
第 1 節 保険協会等（第 175 条ないし第 180 条） 
第 2 節 保険計理及び損害算定（第 181 条ないし第 192 条） 

第 12 章  補則（第 193 条ないし第 196 条） 
第 13 章  罰則（第 197 条ないし第 210 条） 
附則 
 


